
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
奈
良
桜
井
大
福
店

所
在
地

桜
井
市
大
字
大
福
一
〇
五
九
ほ
か
二
六
筆

二

述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

桜
井
市
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者

１

交
通
に
関
す
る
事
項

中
和
幹
線
の
円
滑
な
交
通
流
動
に
資
す
る
た
め
の
出
入
口
の
運
用
変
更

(1)

来
店
車
に
よ
る
中
和
幹
線
（
道
路
Ｎ
ｏ
．
１
）
へ
の
交
通
の
影
響
を
よ
り
少
な
く
す
る
た
め

に
、
中
和
幹
線
（
道
路
Ｎ
ｏ
．
１
）
の
出
入
口
②
を
出
口
専
用
に
、
出
入
口
③
を
入
口
専
用
に

変
更
す
る
こ
と
。

な
お
、
道
路
及
び
出
入
口
の
番
号
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
届
出
書
付
図
３
に
よ
る
。

駐
車
場
計
画
の
抜
本
的
見
直
し
及
び
届
出
の
な
い
出
入
口
が
周
辺
生
活
道
路
や
通
学
路
に
与

(2)
え
る
影
響
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
の
実
施

届
出
書
に
記
載
の
あ
る
出
入
口
は
、
三
箇
所
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
出
入
口
の
設
置
は
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
出
入
口
が
三
箇
所
と
な
る
よ
う
に
、
臨
時
駐
車
場
と
の
間
に
あ
る
河
川

（
オ
ン
パ
川
を
い
う
。
）
及
び
市
道
（
幅
員
約
三
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
約
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の

道
路
を
い
う
。
以
下
「
オ
ン
パ
道
路
」
と
い
う
。
）
を
ま
た
ぐ
立
体
交
差
の
連
絡
通
路
を
設
置

す
る
よ
う
に
駐
車
場
計
画
や
出
入
口
計
画
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
又
は
大
福
北
区
内
の
生
活

道
路
や
通
学
路
へ
の
影
響
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
小
売
店
舗
計
画
地
内
の
駐
車
場
（
駐
車
台

数
一
五
七
台
の
駐
車
場
を
い
う
。
以
下
「
本
体
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
が
概
ね
満
車
状
態
に
な

ら
な
い
限
り
、
本
体
駐
車
場
南
側
に
あ
る
届
出
の
な
い
出
入
口
は
、
常
時
閉
鎖
し
て
お
く
こ
と
。

ま
た
、
概
ね
満
車
状
態
に
な
っ
て
臨
時
駐
車
場
を
臨
時
的
に
使
用
す
る
時
間
帯
は
、
複
数
名

の
交
通
整
理
員
を
常
置
す
る
と
と
も
に
、
オ
ン
パ
道
路
に
も
Ａ
型
バ
リ
ケ
ー
ド
を
設
置
す
る
等

の
両
駐
車
場
相
互
間
の
往
来
以
外
を
阻
止
す
る
よ
う
な
ハ
ー
ド
及
び
ソ
フ
ト
両
面
の
対
策
の
実

施
を
義
務
づ
け
る
こ
と
。

２

騒
音
に
関
す
る
事
項



臨
時
駐
車
場
の
深
夜
時
間
帯
の
使
用
禁
止
及
び
騒
音
対
策
の
確
実
な
実
施

住
宅
に
近
接
す
る
臨
時
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
夜
間
騒
音
の
周
辺
生
活
環
境
へ
の
影
響
を
最
小

限
に
す
る
た
め
に
、
二
十
二
時
か
ら
翌
六
時
ま
で
の
夜
間
時
間
帯
は
閉
鎖
し
、
消
灯
す
る
こ
と
。

３

生
活
環
境
に
関
す
る
事
項

文
教
施
設
へ
の
影
響
の
排
除
等
を
目
的
と
し
た
小
売
店
舗
の
深
夜
営
業
の
禁
止
及
び
制
限

(1)

近
隣
の
文
教
施
設
の
小
・
中
学
校
の
児
童
や
生
徒
の
健
全
な
育
成
、
非
行
防
止
、
安
全
対
策

及
び
近
隣
の
第
一
種
住
居
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
に
、
二
十
二
時
か
ら
翌
六
時
ま
で

の
小
売
店
舗
の
深
夜
営
業
を
禁
止
し
、
深
夜
営
業
に
対
し
て
厳
し
い
時
間
制
限
を
課
す
こ
と
。

農
作
物
等
へ
の
光
害
防
止
対
策
の
実
施

(2)

農
地
に
隣
接
す
る
臨
時
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
農
作
物
や
花
卉
栽
培
に
対
す
る
光
害
及
び
夜

き

間
照
明
灯
に
集
ま
る
害
虫
に
よ
る
食
害
等
の
影
響
を
確
実
に
回
避
す
る
た
め
に
、
二
十
二
時
か

ら
翌
六
時
ま
で
の
夜
間
時
間
帯
は
、
閉
鎖
し
、
消
灯
す
る
こ
と
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
政
策
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
祝
日
を
除
き

ま
す
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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